
   ○長崎県市町村職員共済組合機械処理委員会設置規程 

 

昭和６３年８月１１日 

規 程 第 １ １ ０ 号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、長崎県市町村職員共済組合業務機械処理及び管理運営に関する規則

（昭和６２年規則第６９号）第５条の規定に基づき設置された撒械処理委員会（以下

「処理委員会」という。）の運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （会議） 

第２条 処理委員会に会長を置く。会長は、理事長をもって充てる。 

２ 処理委員会は、会長が招集する。 

３ 処理委員会に必要があるときは、委員以外の組合事務局の職員を出席させることがで

きる。 

 （庶務） 

第３条 処理委員会の庶務は、組合事務局において処理する。 

 （費用） 

第４条 処理委員会の開催に要する費用及び委員の旅費は、組合の負担とする。 

２ 委員に支給する旅費は、組合会議員の旅費に関する規程の例による。 

 （雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか処理委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が委

員会にはかって定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和６３年８月１１日から施行し、昭和６２年８月２６日から適用する。 

 

 


